
　　　　「資格情報のお知らせ」について

「資格情報のお知らせ」が届いたら、どうすればいいの？

地方職員共済組合広島県支部

● 当組合では、皆様に安心してマイナ保険証を利用いただけるよう、「資格
情報のお知らせ」を配付します。

    ※　マイナ保険証とは、健康保険証利用の登録を行ったマイナンバーカードのことをいいます。

● 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証への一本化に伴い、皆様にご自身の

当組合の資格情報を簡易に把握いただくため、当組合に登録されている資格
情報をお知らせする一回限りの通知です。

● お手元に届きましたら、記載内容とご自身の情報に誤りがないかご確認い
ただき、大切に保管してください。　万が一誤りがあれば、当支部へご連絡ください。

  教
えて！

見本

「資格情報のお知らせ」の見かた

あなた様の当組合の

資格情報です。
内容をご確認いただき、
誤りがあれば当支部へご
連絡ください。

カードサイズの「資格
情報」のお知らせとし
て利用できます。
医療機関等の受付でマイ
ナ保険証の読み取りがで
きない場合には、マイナ
保険証と併せてこちらを
ご提示いただくことで受
診いただけます。
点線（ミシン目）で切り
取ってご使用ください。

マイナポータルからも

確認できます。
QRコードからマイナポー
タルにログインすると、
あなた様の当組合の資
格情報をスマートフォン
の画面でも確認すること
ができます。



地方職員共済組合広島県支部

「資格確認書」の交付について

　新たに組合員・被扶養者（以下「加入者」といいます。）の資格取得した方で、マイナンバ
ーカードをお持ちでない方やマイナ保険証の利用登録を行ってない方等には、「資格
確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、従来どおり保険
診療を受けることが可能です。

資格取得届等によるご本人からの申請に基づき交付します。

資格確認書に関するＱ＆Ａ

Ｑ　マイナ保険証を持っていますが、念のため資格確認書を持っておきたいのですが、交付し
てもらえますか。

Ａ　資格確認書は、マイナ保険証を利用できない状況にある場合に交付するものですので、マ
イナ保険証による受診が困難である等の特段の事情がない場合は、交付できません。

Ｑ　子どもが修学旅行に参加する際にマイナ保険証を持たせることが心配なため、資格確認書
を交付してもらえますか。

Ａ　資格確認書は、マイナ保険証を利用できない状況にある場合に交付するものですので、交
付できません。修学旅行等の学校行事に参加する際には、数日間に限られており、かつ、
教師同伴のもと医療機関を受診することが考えられ、なりすましが起こることは想定され
難いことから、マイナポータルに表示される被保険者情報のＰＤＦファイルを印刷したも
のや資格情報のおしらせ又はその写しを医療機関に提示してください。

Ｑ　資格確認書を破損・紛失した場合は、再交付してもらえますか。

Ａ　交付申請書により再交付できますが、マイナ保険証を利用できる場合は、マイナ保険証を
ご利用ください。




